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「2030年度に向けた政府の中長期計画」の進捗状況と今後の対応

Ẇ 物流の「2024年問題」 2023 Ỉ
懸念された物流の深刻な停滞は起きていない

 Ẇ 2030年度に見込まれる34％の輸送力不足(施策なしケース)を補う 2024 Ễ
「中長期計画」を踏まえた施策を着実に推進

2026Ṍ2030 次期「総合物流施策大綱」の策定に向けた検討

3

2024 Ệ 11 ԝ֩Ԋ֧Ṋ ԝ֩Ԋ֧
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１．物流の効率化

Ẇ DX GX

Ẇ

Ẇ

  

  

  

  

Ẇ

Ẇ

Ẇ

２．商慣行の見直しṕ Ṗ

３．荷主・消費者の行動変容等ṕ Ṗ

「中長期計画」の進捗状況と今後の対応のポイント①
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【自動化・機械化等の推進】

【革新的車両の導入促進】

【自動運転等に対応した物流拠点の整備】

HP
HP

ṕ Ṗ



「中長期計画」の進捗状況と今後の対応のポイント②

１．物流の効率化ṕ Ṗ

２．商慣行の見直し

Ẇ

Ẇ G

Ẇ

３．荷主・消費者の行動変容等

Ẇ   

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

【再配達削減に向けた多様な受取方法の普及・浸透】
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【改正物流法の荷主・物流事業者に対する規制的措置】

Ṯ ṯ

【トラック・物流Ｇメンの活動実績】



Ẇ 自動化・機械化設備・システム投資
物流標準化・データ連携 物流DX

１．物流の効率化 ①即効性のある設備投資、物流標準化・データ連携、物流DXの推進

荷主・物流事業者における自動化・機械化設備・システム投資の推進

物流標準化・データ連携の推進 フィジカルインターネット等の物流DXの推進

¸複数企業が連携した物流効率化に資する取組
実証費用

¸ 汎用製品をカタログから選択・導入

¸ 機器・システムの導入

¸ 2023

2024 業界別WGとして、
新たに医薬品WGを設立。

¸

 10台の自動配送ロボットを同時操作

¸2024 ễ 「トラックデータ標準APIガイドライン(0.5版)」
運行管理に関して標準化すべきデータ項目や仕様、データ

の送受方法
2025年３月末までにガイドライン(1.0版) 6

¸ 「標準仕様
パレット」ẑ 荷主・物流
事業者の実証事業

パレットの仕分け・回収
作業等の取扱いの明確化

 ẑ Ḳ1,100 mmú1,100 mm
 Ḳ

¸ 「物流情報標準ガイドライン
(3.0版)」 Ễ

共同輸配送 共同
保管 検品レス システム改修
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Ẇ2050 EVトラック 省エネ・脱炭素型の物流施設
ゼロエミッション船等 電気運搬船 カーボンニュートラルポートの形成 GX

１．物流の効率化 ②物流GXの推進

EVトラック等の導入促進や省エネ・脱炭素型の物流施設への転換

¸物流の脱炭素化 EVトラック FCVトラック
充電設備

物流施設 水素 再生可能エネルギー

Ṯ ṯṮEV ṯ

ゼロエミッション船等の開発や電気運搬船の普及 カーボンニュートラルポート（CNP）の形成

Ṯ EV ṕ Ṗṯ

CO2排出量

燃料費

追加費用

現在 EV化 再エネ化

2,000 1,000 0

1.5 7,000 3,000

50 ṕẑểṖ ṕẑỄṖ

ẑể EV

ẑỄ

ṮFCV ṯ

¸カーボンニュートラルポート（CNP）の形成 次世代
船舶燃料バンカリング拠点 荷役機械の脱炭素化等

これらの取組を評価する認証制度をコンテナ
ターミナルにおいて創設

Ḳ LNG Ḳ E&S

ṮLNG ṯ Ṯ RTGṯ

¸海運の脱炭素化
ゼロエミッション船等 Ị 世界初の商用
アンモニア燃料船（タグボート）

¸ 電気運搬船

Ṯ ṯ

Ḳ

Ṯ ṯ

充放電ハッチ
蓄電池コンテナ
（推進用及び貨物用）

吸排気システム

PCSコンテナ

Ḳ



１．物流の効率化 ③自動運転やドローン物流等のデジタル技術を活用したサービスの実装加速

8

¸2024 11 第１回ドローン航路普及戦略WGを開催 ド
ローン航路のビジョンや運用および技術要件 ドローン航
路ConOps（運用概念）を策定

¸ 秩父地域の送電網上空約
150km及び浜松市の天竜川水系上空約30kmにおけるドロー
ン航路整備

: 

ḲHMK Nexus

自動運転サービス支援道に係る取組 ドローン航路に係る取組

β1 2025 β2  β3 2025

β4 β5  β6 2024

β7 2027

¸2024 12 第１回自動運転サービス支援道普及戦略WGを
開催 サービス実装に向けた諸論点を議論

¸ ３月３日に新東名高速道路の
駿河湾沼津SA～浜松SA間約100kmに自動運転車優先レーン
を設定し 先読み情報提供システム 合流情報提供システム等の
実証実験

¸

送電網河川ẑ5

静岡県浜松市

30km

埼玉県秩父地域

150km

全国の一級河川上空
100kmβ6 ṕ 9

ú10km Ṗ

全国の一級河川上空

1 km

全国の送電網上空

1 kmβ7

全国の送電網上空
4 km

高速道路

新東名高速道路
SA SA 100km

東北自動車道ẑ2

SA PA 40km ẑễ

東北～九州β4

アーリー
ハーベスト
（1年目）

短期
（～3年目）

中長期
（～10年目）

アーリー
ハーベスト
（1年目）

短期
（～3年目）

中長期
（～10年目）

¸2024
航路システム

を用いた物流商用運航を実現
見込み

優先レーン走行対象車両の標章

Ẇデジタルライフラインを整備・活用 ガイドラインẑể 各種基準・パッ
ケージ



¸ ダブル
連結トラック

¸ 自動運転トラック

¸航空貨物輸送

¸ 混載輸送やパレット化 大型コンテナ・シャーシ等 けん引免許

¸ コンテナホームの拡幅、線路改良、路盤強化
貨物駅での円滑な積み替え 新幹線等の貨客

混載

¸新船投入や船舶大型化、新規需要の創出 RORO
ターミナルの機能強化

Ẇ2030 34%
陸・海・空のあらゆる輸送モード 新モーダルシフト

１．物流の効率化 ④多様な輸送モードの活用推進（陸・海・空の「新モーダルシフト」の推進）

鉄道と内航海運へのモーダルシフトの取組の更なる強化

9

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

Ṯ ṯ

Ṯ ṯ

多様な輸送モードの活用

地域の産業政策・地域政策等との連携

¸地域の産業振興等と連携 地方自治体や産業団体・経済
団体、荷主企業、物流事業者等が協働 ṕ 20 Ṗ

HP



１．物流の効率化 ④多様な輸送モードの活用推進（ダブル連結トラック・自動物流道路）
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¸

初となる北海道、首都高速及び阪神高速、災害時
の迂回路となる上信越道、北陸道、中国道等、令和６年９月に
約1,200km拡充

¸ 令和６年度中
に即時の通行を可能とする「確認制度」に対応予定

¸ Ỉ ỉ

¸2027年度までの実験実施、2030年代半ばまでの第１期区
間での運用開始

令和７年夏頃に最終とりまとめを実施予定

ダブル連結トラックの導入促進 自動物流道路の社会実装に向けた検討

Ẇể Ễ 「ダブル連結トラック」の導入促進
自動物流道路の社会実装に向けた検討

Ḳ 5,140km
Ḳ 6,330km

Ḳ

Ḳ

Ṯ ṯ

[ ]

[ ]



１．物流の効率化 ④多様な輸送モードの活用推進（自動運航船の本格的な商用運航の実現）

Ẇ 2030 「自動運航船検討会」で安全基準・検
査方法を含む国内制度の検討 国際海事機関(IMO)における国際ルール策定作業

-2020 -2025 -2030

ḱ

ḱ

I
M
O

国内制度の検討・整備国内制度の検討・整備

国際ルール策定の検討国際ルール策定の検討

自
動
運
航
船
の
商
用
運
航
の
実
現

内航船４隻による、特定条件
下での完全自動操船の実証、
長期間の実証航海等を実施

Â開催状況
•第１回（2024年６月27日）
•第２回（2024年７月25日）
•第３回（2025年１月27日）

2016

2025

IMO

（2024年12月）（2025年６月）

ẑMSCḲ ṕMaritime Safety Committee Ṗ

自動運航船検討会自動運航船検討会

自動運航船の要素技術開発の
支援・実証事業 （2016～）
自動運航船の要素技術開発の
支援・実証事業 （2016～）

内航船６隻による
実証航行を実施

11



Ṯ ṯ
Ｃ滑走路の新設ṕ3500m)  
Ｂ滑走路の延伸ṕ2500Ỳẓ3500m Ṗ
ἲ 50 ṕ 34 Ṗ

１．物流の効率化 ④多様な輸送モードの活用推進（国際航空物流拠点の整備（成田空港））

成田空港の更なる機能強化

Ẇ 国際航空貨物の競争力強化 成田空港 滑走路の新設等の｢更なる機能強化｣

¸ 30 ễ 令和10年度末目途の供用 成田空港の滑走路の新増設

成田空港周辺における環境整備

¸国家戦略特区諮問会議 特
定技能「航空分野（空港グランドハン
ドリング）」の外国人 空港敷地外
の保税蔵置場等において、国際航空
物流拠点に係る貨物取扱業務に従事
することを可能とすること

ṕ Ỉ 12 Ṗ

¸

貨物施設等の空港施設整備
「今後の成田空港施設の機能強化に関する

検討会」を立ち上げ、検討を開始ṕ Ỉ ị Ṗ
Ḳ ṕ ṕ ṖṖ

新旅客ターミナル新旅客ターミナル

新貨物地区新貨物地区

土地利用規制 の弾力的活用 に よ る
空 港隣接地 と の 一 体的運用

土地利用規制 の弾力的活用 に よ る
空 港隣接地 と の 一 体的運用

空港制限区域内における自動運転レベル４の実現

¸ 空港制限区域内における
自動運転レベル４ 搬送作業の自動化

Ṯ ṯ 
ẑ

成田国際空港

成田空港の貨物を取り扱う保税
蔵置場等のある地域（イメージ）

AI

搬送作業の
無人化ú

12



Ẇ地域全体の産業インフラである物流 地域の産業振興やまちづくり等と連携した物流拠点の整備
民間投資の促進に寄与する政策のあり方

１．物流の効率化 ⑤物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援

社会資本整備総合交付金等を活用した物流拠点の整備

¸物流の機能維持 地方公共団体の産業振興やまちづくり等と連携した
物流拠点の整備 社会資本整備総合交付金

 Ṯ ṯ
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物流拠点を巡る状況変化も踏まえた民間投資の促進に寄与する政策のあり方の検討

¸ 物流拠点へのニーズの変化 アセットの老朽化 物流拠点の役割や供給方法の多様化
物流拠点への民間投資の促進に寄与する政策のあり方

ṕ Ṗ

ẑ
 

Ẇ 
Ẇ 
Ẇ

ṕ Ṗ
Ẇ 
Ẇ 
Ẇ 

農産品等の流通網の強化

¸青果物等の流通
集出荷施設・卸売市場等の物流施設や

保冷庫等の整備・機能強化



1

ẑ

Ẇ物流分野における担い手不足 トラック運送業における外国人材の活用
倉庫における外国人材の活用に向けた調整

１．物流の効率化 ⑥多様な人材の活用・育成

トラック運送業における外国人材の活用

¸

3 特定技能制度の
対象分野への追加

¸ 1

ṕ Ṗ

特定技能評価試験は昨年
12月に開始 本年春頃に最初の特定技能
外国人が誕生

倉庫における外国人材の活用

「特定活動」としての在留
（最大６か月）

「特定技能１号」としての在留
（最大５年）

昨年12月に
開始

本年春頃に
誕生見込み

【想定される業務内容の例】
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¸ EC 保管需要の増大
稼

働率が向上 施設規模が拡大
庫内作業員の人手不足が課題

¸ 特定技能制度・
育成就労制度の対象分野への追加



Ṯ ṯ

Ẇ DXを活用した事業者間での遠隔点呼等
の実現 デジタル式運行記録計の強力な普及促進

Ẇ 軽トラック事業者
が他の事業者が保有する事業用車両を共同で使用できる制度

１．物流の効率化 ⑦トラック事業者の運行管理の高度化による輸送の安全確保等の推進

DXを活用した事業者間での遠隔点呼等の実現

デジタル式運行記録計の強力な普及促進 軽トラック事業者における車両の共同使用の具体化

¸

ỉ デジタル式運行記録計の普及促進に関する検討会
普及率の目標設定や普及策のとりまとめ

¸ 小規模のトラック事業者におけ
る費用負担の軽減

Ṯ ṯ

¸

ICTを活用した運行管理の
高度化に向けたWGでの検討

¸事業者間での遠隔点呼 業務前自動点呼について、令和
６年度に先行実施 令和７年度の制度化に
向けた要件のとりまとめ

A  

B  

Ṯ ṯ
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Ḳ

安全運転管理
労務管理等に有効

¸ 事前に協定を締結 運輸支局へ届出
等を行うことなく 軽トラック事業者が他の事業者が保有する
事業用車両を共同で使用可能

ẑ

法人事業者個人事業者

③ 共同使用車両の貸与

空車

˂

① 共同使用車両に
係る協定締結

② 個人車両の
点検・修理等

運
輸
支
局
等

届出不要



Ẇ ễ ẑ 本年４月１日 新物効法
運送・荷役等の効率化 基本方針 荷主・物流事業者の努力義務 判断基準

２．商慣行の見直し ①適正運賃収受や物流生産性向上のための改正物流法の施行

トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に向けた基本方針のポイント
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① 積載効率の向上等

  

  

  

② 荷待ち時間の短縮

 

  

 

③ 荷役等時間の短縮

 

 

 

パレットの利用や検品の効率化地域における配送の共同化 トラック予約受付システムの導入

② 11:00 予約

① 10:00 予約

ẑ        

¸すべての荷主ṕ Ṗ 連鎖化事業者ṕ Ṗ 物流事業者ṕ Ṗ

物流効率化のために取り組むべき措置 努力義務 取組の例を示した判断基準

¸令和10年度まで Ṅ 以下の目標の達成

  ５割の運行で荷待ち・荷役等時間を１時間短縮 ドライバー１人当たり年間125時間の短縮

  ５割の車両で積載効率50% 全体の車両で44％への増加

荷主・物流事業者の努力義務・判断基準等のポイント



Ẇ Ồ 物流全体の適正化を図る Ỉ 11 「トラック・物流Gメン」に改組

Ẇ令和６年11月・12月を集中監視月間
依然として違反原因行為 「勧告(2件)」

２．商慣行の見直し ②トラック・物流Gメンの活動強化

「トラック・物流Ｇメン」への改組・拡充

¸ 162 29
G 166 総勢360名規模に体制を強化

¸ 倉庫
業者からの意見聴取や情報収集を実施

¸下請法の改正 G
報復を恐れずに申告できる環境

¸ G 下請法違反が疑われる事案 国土交通大臣
から指導・助言できる権限 公正取引委員会、中小企業庁と連携して対応

¸改正物流法に基づく書面交付の義務化
効果的な情報収集

¸ Ḳ

¸ Ḳ

¸ Ḳ

2 ṕ 1 1Ṗ

7 ṕ 4 2 1Ṗ

423 ṕ 304 104 15Ṗ

ṕR6.11ṌR6.12Ṗ

トラック・物流Gメンの活動実績

連携

荷主の行為を
情報収集

荷主の行為を
情報収集

17



ü 実運送コスト把握等の義務付け開始

ü 多重構造解消に向けた規制措置

üドライバーに係る人件費の増加 価格交渉の促進

 国土交通大臣からトラック運送業界に対する直接の要請

トラック運送事業における運賃収受と賃上げの状況

¸ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律の基本方針 国・地方公共団体等が物品の買入れ等の発注を行う際の予定価格の作成 「標準的運賃」
を活用

¸人事異動に伴う引越を行う職員 「標準的運賃」
を考慮するよう推奨していく方策

国や地方公共団体等が荷主となる場合の「標準的運賃」の活用

27.3%

21.6%

15.9%

12.1%

19.3%

18.3%

16.6%

17.9%

10.0%

10.9%

12.5%

11.8%

25.2%

26.8%

26.8%

22.3%

17.0%

21.3%

27.0%

35.2%

1.2%

1.2%

1.3%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ể

Ễ

ễ

Ệ

10 ịṌỉ ỈṌỆ ễṌể Ể

n=33,377

51.8％

46.1％

39.7％

35.7％

Ṯ ṯ

2024 12

2̧024 ị 30 トラック運送事業に
おける価格転嫁率 ほぼ最下位

¸ 取引段階が深くなるにつれて、価格転嫁割合が低くなる傾向

Ẇ 多重取引構造の是正等を通じた価格転嫁率の向上
トラック運送業界に対しても、ドライバーへの確実な賃上げを国土交通大臣から要請予定

Ẇ 国や地方公共団体等が荷主となる場合の「標準的運賃」の活用

1,868 

2,623 

0

1,000

2,000

3,000

ệ

535 

71 63 

584 

164 
63 

0

200

400

600 5

900

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

Ṯ ṯṮ ṯ

7,500 500

ẑ 333

¸

賃上げへの反映は限定的

¸ドライバー所得額・トラック運賃の伸び 低い

２．商慣行の見直し ③多重取引構造の是正等を通じた適正運賃確保と賃上げの推進

18
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100
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108

110

2020 1 2021 1 2022 1 2023 1 2024 1

ṕ2020 Ṗ

ṕ2020 Ṗ

ṕ2020 Ṗ

109.1

105.7

ṕ Ṗ



Ẇ宅配の再配達率の半減(12ṾẓỈṾ)
ポイント還元実証事業 多様な受取方法の社会全体への普及・浸透

３．荷主・消費者の行動変容等 ①ポイント還元実証事業による再配達削減の仕組みの社会実装

再配達率半減に向けたポイント還元実証事業の結果概要

● おトク指定便キャンペーン 等● 一回受け取りの推進 等 ● 日付指定一回受け取りキャンペーン 等

E

ẓ

 

ẓ ẓ

【主な事業者の取組概要】

【ポイント還元実証事業による再配達率の減少効果】

Ḳ10.2％ṕ2024 10 Ṗ

「１回受け取り」 最大1.2％pt 減少 「置き配」 最大3.1％pt 減少

多様な受取方法の社会全体への普及・浸透 19

+



¸道路交通の円滑化 都市内物流の円滑化
標準駐車場条

例ẑểを改正 共同住宅への荷さばき駐車施設の附置
地方公共団体に通知

Ẇ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し 共同住宅等への荷さばき
駐車施設の附置 マンション内における一括配送サービス

３．荷主・消費者の行動変容等 ②都市内のラストマイル配送の効率化

貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し

20

共同住宅等への荷さばき駐車施設の附置を促すための取組

104,352

132,189

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

0

200

400

600

800

1,000
ṕỲṖ

取組の結果、平成29年度
末と比べ駐車可能区間は
約２万８千メートル増加

¸ 業務用車両に係る駐車需要にきめ細かく
対応

Ṯ ṯ

Ṯ ṯ

マンション内における一括配送サービスの普及促進

ẑể
( Ỉ )

¸駐車場法施行令の改正ẑỄ

附置義務制度の対象
共同住宅を追加

 ẑỄ ỉ ễ Ị Ệ

¸ Ỉ 11

複数の宅配会社から届け
られた荷物をマンション管理員
が一括で受け取り、居住者に
配送するサービス

¸

マンション内における一括配送サービスの普及促進

Ṯ ṯ

《貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し》

駐車禁止規制からの除外

貨物車専用駐車枠の設置

ẑ

ṕmṖ

《駐車許可の運用の見直し》

許可要件の明確化等を通じて運用の統一
申請書類の統一等を通じて関係手続等の合理化・簡素化

ṕ Ṗ



３．荷主・消費者の行動変容等 ③荷主の経営者層の意識改革・行動変容

高度物流人材シンポジウムの開催

21

大学等のリカレント教育プログラムを通じた物流人材の育成

¸国内の物流課題 海外の動向 先端技術の活用 DX

Ễ 28 高度物流人材シンポジウム( ệ )
物流統括管理者(CLO)のロールモデルを提示する

CLO 役割・資質、キャリアパスのあり方

Ṯ ṯ

CLO
CLO

ṮCLO ṕ Ṗṯ

Ẇ 物流統括管理者(CLO)の役割等の普及・啓発のため
の高度物流人材シンポジウム 高等教育機関と連携した物流人材の育成

¸物流統括管理者とそれを支える高度物流人材による物流改善の取組
サプライチェーン・マネジメントに関するリカレント教育プログラム 2024

¸ 企業ニーズを踏まえた物流人材の確保・育成

物流統括管理者（CLO：Chief Logistics Officer）

高度物流人材

Ṅ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗṕ Ṗ



Ẇ物流が果たしている役割の重要性 危機的状況 持続可能な物流の実現に向けて各々が取り組むべき
事項 官民連携して強力に広報

３．荷主・消費者の行動変容等 ④物流に係る広報の推進

物流危機等に関する荷主企業・消費者の理解促進

¸持続可能な物流の実現に向けた取組事項に関するアイコン
消費者等に対して新聞広告等で広く周知

業界団体や事業者が
主体となった広報活動

22

物流産業の魅力向上のための広報の推進

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

¸

物流が果たしている役割 消費者の理解を促す
ためのアニメーション動画 政府広報とも連携 ウェブ
サイト・SNS等を通じた情報発信

Ṯ ṯ

¸ 本年４月を「再配達削減PR月間」
E

ọ

https : //www .youtube .com/watch?v=sItqI 9dNKI 4

「再配達削減PR月間」の実施

https://www.youtube.com/watch?v=sItqI9dNKI4


３．荷主・消費者の行動変容等 ⑤「送料無料」表示の見直し

Ẇ消費者の物流サービスに対するコスト意識の浸透 ドライバーに対する社会的な理解の醸成

 Ỉ Ị 消費生活意識調査 「送料無料」表示に関する消費者等の意識改革・行動変容
の状況把握 消費者向けの啓発活動

新物効法に基づく基本方針 「送料無料」表示の見直し Ễ

消費者に対する意識調査 消費者向けの啓発活動

Ḳ Ỉ ể ṕ Ỉ Ị Ṗ

¸令和６年８月の消費者生活意識調査

配送
事業者が負担している」と答えた人は約１割程度

¸

消費者向けの啓発活動

新物効法の基本方針における記載内容

¸ Ễ 新物効法の基本方針

「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨の表示
説明責任を果たす

国 消費者や事業者の理解を醸成するための取組
23

購入者向けのサービス

（値引き）

として、通販事業者が

負担している

商品価格等に転嫁さ

れているため、購入者

が負担している

配送事業者が無償で配達

することによって、配送事業

者が負担している

分からない

29Ṿ
8̋

24Ṿ
39Ṿ

Ṯ ṯ



24

目次

１ 「2030年度に向けた政府の中長期計画」の進捗状況と
次期「総合物流施策大綱」の策定に向けた対応

２ 改正物流法の施行に向けた状況

３ その他の施策



（１）新物効法の概要

25



「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置                                                                                 【流通業務総合効率化法】

Ṇ 2024 Ệ
「2024年問題」

背景・必要性

改正法の概要

Ṇ 6
ẓ 物流の持続的成長

ṕ Ṗ

 ṕ Ṗ

Ṯ ṯ

ḱ ︡

Ṇ運送契約 ṕ Ṗ 書面による交付等
ẁ2 

Ṇ元請事業者 実運送体制管理簿 義務付け
Ṇ 発注適正化 努力義務ẁ3 管理規程 責任者 義務付け
ẁ2 3

Ṇ 管理者 講習 事故報告 義務付け

Ṇ HP

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置                                                                                 【貨物自動車運送事業法】

３．軽トラック事業者に対する規制的措置                                                                                   【貨物自動車運送事業法】

KPI 3 ṕ2019 Ṗ Ẇ 125 /
                      Ẇ 16

Ṇ 荷主ẁ1ṕ Ṗ 物流事業者ṕ Ṗ
 取り組むべき措置 努力義務 判断基準
ẁ1

Ṇ 指導・助言 調査・公表
Ṇ ṕ Ṗ 中長期計画 定期報告 義務付け

 勧告・命令
Ṇ 物流統括管理者 義務付け
ẑ
ẑ

26



運転

5:54

休憩

1:54

荷待

1:28

荷役

1:34

点検等

0:57

平均拘束時間
11時間46分

荷主・物流事業者に対する規制的措置のポイント

Ẇ 荷主*ṕ Ṗ  物流事業者ṕ Ṗ
取り組むべき措置 努力義務 判断基準

ẁ

Ẇ 指導・助言 調査・公表

Ẇ ṕ Ṗ 中長期計画 定期報告 義務付け
勧告・命令

Ẇ 物流統括管理者 義務付け

ẑ
ẑ

1

3

商慣行を見直し

ṕ Ṗ

すべての事業者

一定規模以上の事業者

27
ṕ (R6) Ṗ



（１）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標

Ṅ 10
 ể 125 ṕể ể  Ṗ
 44Ṿ ṕệ 50% Ṗ

（２）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する施策

（３）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し荷主・物流事業者等が講ずべき措置

（４）集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する
 国民の理解の増進

・

（５）その他トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの
 運送・荷役等の効率化の推進

・ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

基本方針のポイント ※本年（2025年）４月１日施行

1

3

28

Ẇ ễ ẑ 本年４月１日 新物効法
運送・荷役等の効率化 基本方針 荷主・物流事業者の努力義務 判断基準

新物効法の施行に向けた検討状況

ẑ        

運転

5:54

休憩

1:54

荷待

1:28

荷役

1:34

点検等

0:57

平均拘束時間
11時間46分

ṕ (R6) Ṗ



① 積載効率の向上等

  

  

    

 

荷主・物流事業者等の判断基準等のポイント ※本年（2025年）４月１日施行

② 荷待ち時間の短縮

  

 ẑ 

③ 荷役等時間の短縮

  

  

  

  

Ṯ ṯ
Ẇすべての荷主ṕ Ṗ 連鎖化事業者ṕ Ṗ 物流事業者ṕ Ṗ

物流効率化のために取り組むべき措置 努力義務 取組の例を示した判断基準・解説書

パレットの利用や検品の効率化

Ṯ ṯ
Ẇ 物流事業者を対象として定期的なアンケート調査 Ṍ 取組状況を把握

点数の高い者・低い者も含め公表ṕ Ṗ

Ṯ ṯ
○ EC 運送契約や貨
物の受け渡しに直接関係を持たないものの商取引に影響がある者 取組方針や事例等を示す

地域における配送の共同化 トラック予約受付システムの導入

② 11:00 予約

① 10:00 予約

29



特定事業者の指定基準等のポイント ※来年（2026年）４月施行予定

特定荷主・特定連鎖化事業者

ị
ṕ 3,200 Ṗ

特定倉庫業者

70
ṕ 70 Ṗ

特定貨物自動車運送事業者等

150
ṕ 790 Ṗ

中長期計画

Ẇ
  毎年度提出することを基本

ệ ể

Ẇ
ṕểṖ実施する措置
ṕỄṖ 具体的な内容・目標
ṕễṖ 時期

定期報告

Ẇ
ṕểṖ 判断基準の遵守状況ṕ Ṗ
ṕỄṖ 関連した取組に関する状況ṕ Ṗ
ṕễṖ荷待ち時間等

Ẇ
  サンプリング等の手法
  一定時間以内の場合には報告省略

ẑ

Ṯ ṯ
Ẇ 一定規模以上の事業者ṕ特定事業者Ṗ

大手の事業者が指定

Ṯ ṯ

Ṯ ṕCLOṖ ṯ
Ẇ物流統括管理者 CLOとしての経営管理の視点や役割も期待 事業運営上
の重要な決定に参画する管理的地位 役員等の経営幹部から選任  

トラックドライバーの負荷軽減 トラックへの過度な集中を是正 事業運営方針 事業管理体制

設備投資 デジタル化 物流標準化 事業計画の作成・実施・評価

社内の関係部門ṕ Ṗ間の連携体制の構築 社内研修の実施

ẑCLOḲChief Logistics Officer

30

ẑ



ü 2024 5 15     

ü 2024 6 Ṍ11    ể Ṍ Ệ ṕ Ṗ

ü 2024年11月27日                 合同会議取りまとめ

ü 2025 ể Ễ ễ          

ü 2025年４月１日        法律の施行①

 

ü 2025年秋頃ṕPṖ   判断基準に関する調査・公表

ü 2026年４月（想定）    法律の施行②

ü 2026年４月末ṕPṖ     特定事業者の届出～指定手続

ẓ 物流統括管理者の選任届出

ü 2026年10月末ṕPṖ        中長期計画

ü 2026年秋頃ṕPṖ  判断基準に関する調査・公表

ü 2027年７月末ṕPṖ  定期報告

今後のスケジュール（想定）

31

  

ṕCLOṖ   

Ḳ
Ḳ

Ḳ



ḲỌ

32

ṕ 30 Ṗ

ṕ Ṗ
ṕ

Ṗ
ṕ Ṗ

ṕ Ṗ
ṕ

Ṗ ṕ
Ṗ

A
ṕ Ṗ

B
ṕ Ṗ

荷受人

C

荷送人

ỏ

A
ṕ Ṗ

C

HG

荷送人兼荷受人

Ḳ

ḲỌ

Ḳọ

例１）物流子会社、３PL等を利用する場合 例２）社内物流の場合

努力義務の対象となる「荷主」：第一種荷主と第二種荷主



（補足）荷主の区分の考え方

Ḵ

Ḵ

ṕ
ễớỗ

 Ṗ

ṕ
 Ṗ

Ḵ

Ḵẑ
32

9万トン
以上

9万トン
未満

9万トン
以上

9万トン
未満

特定第一種荷主
ẑ

第一種荷主
ẑ

• ṕ Ṗ
ṕ Ṗ 

•
ṕ ệ ỹ ệ ỹ
 10 ỹ Ṗ

特定第二種荷主
ẑ

第二種荷主
ẑ

33



短縮に努めるべき「荷待ち時間」と「荷役等時間」

34

ṕ Ṗ
•

ṕ Ṗ
•

•

•

•

ṕ Ṗ

ṕ
Ṗ

ṕ Ṗ
• Ḳ
• Ḳ 

ẑ
ẑ



荷主（発荷主・着荷主）の判断基準・解説書の概要

ể

צּ ḵḵ

ユニット検品

Ẇ 実態に即
した適切なリードタイムの確保 荷主間の連携

Ẇ 繁閑差の平準化 納品日の集約
配車・運行計画の最適化

Ẇ 社内の関係部門
（物流・販売・調達 等）の連携を促進

荷待ち時間の短縮

荷役等時間の短縮

Ẇ トラック予約受付システムの導入
混雑時間を回避した日時指定 貨物の出荷・納品日時を分散
ṕ
Ṗ

Ẇ パレット、カゴ車等の輸送用器具

Ẇ 出荷荷積み時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り

Ẇ トラックドライバーの負担軽減 積卸
し作業の効率化

Ẇ ASN 検品の効率化

Ẇ バース等の荷捌き場を貨物の量に応じて適正に確保

リードタイムの確保

予約受付システムの活用

検品の効率化

積載効率の向上等

② 11:00 予約

① 10:00 予約
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【算定方法】
ṕị

ṕ ṖṖ

ể 280kg

β 

β
ṕhttps://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001619173.pdfṖ

ṕ Ṗ
ṕ

Ṗ
ṕ

Ṗ

ệ ṕ

Ṗ
ṕ Ṗ

特定荷主の指定に係る届出

36

ẑ2025Ễ 25



ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

Ễ

ễ

37

物流統括管理者の選任・解任の届出

○主務省令で定める業務：

ẑ ể ṕ
Ṗ

ẑ

ẑ2025Ễ 25
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中長期計画・定期報告の提出

Ẇ中長期計画の様式イメージ：

ṕ Ṗ

Ṗ Ṗ
ể 90

Ṗ2026 Ṍ2030

運転者の荷待ち時間等の短縮に関する計画内容 ẑ

その他運転者の荷待ち時間等の状況に関する事項及び参考情報

β

中長期計画

Ẇ
  毎年度提出することを基本

ệ ể

Ẇ
ṕểṖ実施する措置
ṕỄṖ 具体的な内容・目標
ṕễṖ 時期

定期報告

Ẇ
ṕểṖ 判断基準の遵守状況ṕ Ṗ
ṕỄṖ 関連した取組に関する状況ṕ Ṗ
ṕễṖ荷待ち時間等

Ẇ
  サンプリング等の手法
  一定時間以内の場合には報告省略

＜中長期計画・定期報告の記載内容＞

○提出時期： ỉ ṕớṖβ 10 ṕớṖ

ẑ2025Ễ 25
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対象項目 遵守状況

 

ẋ
ẋ
ẋ
ẋ

ṕ

Ṗ

ẋ 90Ṿ
ẋ 50Ṿ 90Ṿ
ẋ ỂṾ 50Ṿ
ẋ

ṕ Ṗ

○定期報告の様式イメージ

Ⅰ 特定荷主の名称等
Ⅱ 運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断基準の遵守状況
１－１ 特定第一種荷主 ／ ２－１ 特定第二種荷主 ẑể

中長期計画・定期報告の提出 ẑ2025Ễ 25
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Ⅳ 荷待ち時間等の状況等
１－1 荷待ち時間等の計測対象の選定の詳細について

選定の種類 選定の考え方について

計測対象施設 Ḳ

計測対象期間

計測対象運行

ṕ Ṗ
Ḳ

Ḳ ệ ṕ
Ṗ

Ḳ

○ サンプリングを実施した場合における計測対象の考え方について

ṕ Ṗ

ẆẆ

中長期計画・定期報告の提出 ẑ2025Ễ 25



識別
１回の受渡しに係る荷待ち時間等の平均時間（分）

Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị 10 11 12 ể Ễ ễ

41

１－３ １回の受け渡しに係る荷待ち時間等の計測結果

付表１ 荷待ち時間等の報告を省略する施設に関する業界特性や環境の詳細

識別 省略の理由
業界特性等を踏まえ荷役等の業務に要する時間が安全性又は衛生等の観点から
短縮することが難しい理由

１－２ 計測対象施設の一覧

識別 施設の名称 施設の住所 計測手法（任意）

中長期計画・定期報告の提出 ẑ2025Ễ 25
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５．貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設施設における荷待ち時間等の状況に関する参考情報

区分 寄託契約締結先が管理する施設の名称 施設の住所 荷待ち時間等の短縮に向けた連携状況

特定第一種
荷主

特定第二種
荷主

区分 参考情報

特定第一種荷主

特定第二種荷主

３．荷待ち時間等の状況に関する参考情報について

区分 参考情報

特定第一種荷主

特定第二種荷主

４．貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設における寄託契約の締結先との連携状況等について

中長期計画・定期報告の提出 ẑ2025Ễ 25
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ỜểḰ ךּ ḭ ︣ ךּ Ḯפּ
ẓ ḭ אל ךּ ḭ

שּ Ḯךּאל
קּ ךּ ḭ ךּ ḭקּ ךּ ḭ ךּ

ךּ ḭ קּ לּ ︡ שּ Ḯךּאל

ỜỄḰ ︣ ︡ ךּ ḭ כֿ ︣ ךּ Ḯפּ
ẓ ḭ ḭ ךּ ḭ

וֹ וֹ ︣Ḯ

ỜễḰ צּ ךּ ḭ ︡לּ Ḯפּךּ
ẓ ךּףּ ḭ צּ אל ךּ ḭֿכ וֹ

ḱ פּצּ ︡ שּ Ḯךּאל ︣Ḯ

Ồ

ỜỆḰ ךּ ḱ Ồ פּ וֹפּקּ וֹ ḭצּ לּ ︣
ךּ Ḯפּ
ẓ ḱ Ồ ḭ צּ ḭצּךּ פּ

לּ טּצּ ḭפּ ṇ לּ קּ פּ נּ
︡ וֹ ךּ ḭקּ קּ קּ ︡ שּ Ḯךּאל

よくある質問
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ỜệḰ טּ ḭ ︡ Ḯפּ
ẓ צּ ךּ︡ טּ ︡ ḭ

ḭךּ  צּ
כֿלּ  פּ ḭ ︣
כֿלּ  פּ ḭ ︣

טּצּ ḭ ךּ ︡ ︣Ḯ

ỜỈḰ צּ ḭ ︡לּ Ḯפּךּ
ẓ צּ ḭ ךּ כֿ ︡ ףּ ḭ

︡ ךּ ︣Ḯ
ḱ ךּףּ ṇ ḭךּ ︣ Ḯ
ḱ ︡ ךּ ḭể ṇ טּ 280kg ︡ ︣ Ḯ
ḱ ︣ ︡ ︣ Ḯ
ḱ ︣ Ḯ

פּ ףּ ḭ כֿ︣ צּ קּ Ṅ ︢
ךּ ḭצּ︣ טּצּ ︣ כֿ נּ ︣Ḯ

ỜỉḰ צּ ḭ ︡לּ Ḯפּךּ
ẓ וֹפּ ḭצּ︣ ךּףּ אל ︣

ḭ ףּ ︡ךּ ︣Ḯ
ḭ ︡ צּ אל ḭלּ ךּ

︢ ךּ ︣Ḯ ḭףּ
ḭ צּ קּ טּ ︣Ḯ

よくある質問



（２）トラック法の概要
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Ẇ①荷主ṕ Ṗ ②物流事業者ṕ Ṗ
 取り組むべき措置 努力義務 判断基準

Ẇ 指導・助言 調査・公表

Ẇ ṕ Ṗ 中長期計画 定期報告 義務付け
 勧告・命令

Ẇ 物流統括管理者 義務付け

46

Ẇ運送契約の締結 ṕ Ṗ
 書面 義務付け

Ẇ元請事業者 実運送体制管理簿 義務付け

Ẇ 発注適正化 努力義務
 管理規程 管理者 義務付け

すべての事業者

一定規模の以上の事業者

流通業務総合効率化法（荷主・物流事業者に対する規制的措置）

Ṇ 管理者 講習 事故報告 義務付け

Ṇ HP

改正物流法の概要（R6.5.15公布）

貨物自動車運送事業法（トラック運送事業者の取引に対する規制的措置）

貨物自動車運送事業法（軽トラック運送事業者に対する規制的措置）
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トラック運送事業者の取引に対する規制的措置①

Ṇ 役務の内容 その対価ṕ附帯業務料、燃

料サーチャージ、高速道路利用料等を含む Ṗ 書面の交付

義務付け

Ṇ 元請事業者 実運送事業者の名称 請負

階層 実運送体制管理簿の作成 義務付け

荷 主
元請け

運送事業者

運送委託

一次下請け
運送事業者

利用運送
（トラック法）

֫ם
Ḛ
ΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧ

実運送
運送事業者

利用運送
（トラック法）

⇔Ṝ∏

ΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧ

１年間
備え置き

⇔Ṝ∏

ΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧ

⇔Ṝ∏

ΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧ

⇔Ṝ∏

ΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧ

管理簿作成



ЖжϱН˔
ʾʾʾ

2/1 10 11- 11 ̓̓

2/1 b 11- 12 ̓̓

2/1 c 11- 13 ̓̓

2/1 d B 11- 14 ̓̓

2/2 e 22- 11 ̓̓

2/2 f 22- 12 ̓̓

2/2 g C 22- 13 ̓̓

2/2 h D 22- 14 ̓̓

実運送体制管理簿のイメージ

赤枠Ḳ今回の法令改正において記載が必須となる事項

48

Ṇ 

Ṇ  Ṇ 
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トラック運送事業者の取引に対する規制的措置②

特別トラック運送事業者

ṕẑ Ṗ

100万トン以上

ṕ 150社 Ṗ

Ṇ 運送を利用する場合 ṕṬ

健全化措置Ṗ 努力義務化

Ṇ  運送利用管理規程の作成 運送利

用管理者の選任 義務付け

荷 主
元請け

運送事業者
運送委託

一次下請け
運送事業者

利用運送
（トラック法）

実運送
運送事業者

利用運送
（トラック法）

健全化措置
の実施

ṕ Ṗ
本社役員

(1) 実運送コストの把握

(2) 低運賃・料金に係る

荷主への交渉の申し出

(3) 下請段階を2次までに

制限                 

運送利用管理者 運送利用管理規程
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トラック運送事業者の取引に対する規制的措置③

Ṇ 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両

Ị ệ 全ての車

両に拡大 ṕ Ị Ṗ

【対象となる事項（運転者ごとに記録し、一年間保存）】

  

 ṕ Ṗ

デジタル式運行記録計の活用を推奨します！



ü 2024 5 15  

ü 2024年6月28日    第１回合同会議ṕ Ṗ

ü 2024 ỉ

ü 2024年８月26日 第２回合同会議ṕ Ṗ

ü 2024年９月26日               第３回合同会議ṕ ṕ ṖṖ

ü 2024年９月27日～  パブリックコメントṕ 875 Ṗ

 10月26日

ü 2024年11月11日  第４回合同会議ṕ Ṗ

ü 2024年11月27日  合同会議取りまとめ

ü 2025年４月    法律の施行①

 -
 -

 - トラック事業法に基づく各種規制的措置

ü 2026年４月（想定）    法律の施行②

 -
 -

 - ṕCLOṖ  51

今後のスケジュール



トラックドライバーの１運行当たりの平均拘束時間に関する調査結果

6:43

5:54

1:34

1:28

1:29

1:34

0:16

0:16

0:24

0:41

1:58

1:54

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00

2020

2024

【調査概要】

Ẇ Ḳ

Ẇ Ḳ ṕ2020 Ṗ Ḳ2021 ể ễ ễ

ṕ2024 Ṗ Ḳ2024 ị 19 11 30

Ẇ Ḳ2024 Ệ Ị ể

Ẇ Ḳ ṕ2020 Ṗ 1,315 ṕ2024 Ṗ 2,544

【調査結果概要】

Ẇ トラックドライバーの１運行当たりの平均拘束時間 11時間46分 約40分減少
運転時間の減少（▲約50分）

Ẇ 荷待ち時間と荷役時間の合計 ほぼ横ばい
ẑ ẑ ệ Ỉ Ễ

Ẇ ể

平均
拘束時間

△0:40

3:03

3:02

12:26

11:46

ṕn=315 Ṗ

ṕn=1,259 Ṗ

52



ךּ ḱ קּ

違反原因行為とは、トラック運送事業者等が関係法令に違反する原因となるおそれのある行為違反原因行為とは、トラック運送事業者等が関係法令に違反する原因となるおそれのある行為

53

トラック・物流Ｇメンの活動 ～荷主等による違反原因行為～

ḱ



1.8 /

トラック・物流Ｇメンによる集中監視月間の取組結果(Ｒ６年11～12月)

Ẇ Ỉ 11 12

「勧告」（2件(※)） ṕ 7 1 30 Ṗ

 「働きかけ」（423件）、「要請」（7件）による是正指導を徹底

(ẑ)NXNP

トラック・物流Gメンによる集中監視月間の活動実績

＜月当たりの「働きかけ」「要請」「勧告」平均実施件数＞

57 /

216件/月

R1.7Ṍ R5.7.21 Ṍ R6.1Ṍ

G

¸ R6.12.28 計115件

G
ṕR5.7.21 Ṗ

R6.11ṌR6.12

65.8 /

¸ Ḳ

¸ Ḳ

¸ Ḳ

2 ṕ 1 1Ṗ

7 ṕ 4 2 1Ṗ

423 ṕ 304 104 15Ṗ

ἲ 2 計432件

ṕR6.11ṌR6.12Ṗ

G
ṕR6.11.1 Ṗ

G

¸

¸

106.5 /

R5.11ṌR5.12



トラック・物流Ｇメンによる荷主への是正指導における基本フロー

要請・勧告文書を発出

必要に応じ関係省庁等と連携してヒアリング

要 請

勧告・公表

改善計画の策定、改善期間の設定

トラック・物流Ｇメンによる改善状況の確認

改善報告の提出
(違反原因行為の解消)

要請してもなお改善されない場合

荷主へのフォローアップの実施

理解を求める文書を発出働きかけ

荷主による自主的な状況確認と改善

さらに情報を得た場合



違反原因行為に係る実態調査の結果（概要）

Ẋ ịṌểỂ

Ṇ Ḳ６２，８４８者ṕRệḲỈễḯỄệể Ṗ

Ṇ Ḳ２４，１５９件ṕRệḲỄễḯỊỆỂ Ṗ ẑ

 Ḳ３，３０８件ṕờệḲỆḯỆỆể Ṗ

Ṇ
「食品」の割合が一番高くなっている

37%

32%

23%

8%

34%

24%

24%

8%

6%

4%

23%

12%

11%

8%

8%

7%

6%

6%

6%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

4%
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Ṇ ṕּך ṡ ṢṖ

                                                   ︣ḵ

פּףּ ★  ︡ ḭ פּ ḭ

ךּצּ   ṡ Ṣ ךּ ḭפּךּ

ḭ ףּ ︡ךּ ︣ḵ

いわゆる「白トラ行為」の利用禁止

˙

  ṕṬ他社等から依頼を受けてṖ

                                       ṕṬ運送の対価を収受してṖ

 ṕṬ反復継続の目的 Ṗ

 

 緑ナンバー 営業用貨物自動車 法律違反 ！

白ナンバー 自家用自動車 労働時間規制は適用 ！
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目次

１ 「2030年度に向けた政府の中長期計画」の進捗状況と
次期「総合物流施策大綱」の策定に向けた対応

２ 改正物流法の施行に向けた状況

３ その他の施策



Ẇ 物流の「2024年問題」 喫緊の課題 年々深刻化する構造的な問題
2030年に不足する輸送力34％を補う 継続的に対応していく必要

Ẇ 2024 Ễ 2030
物流の効率化 商慣行の見直し 荷主・消費者の行動変容

物流の適正化・生産性向上の更なる推進

59

7,670

R7 ṧR6

6,818

852

440

8,110億円合計

ẑ R6
ṕR7 Ḳ4,874 R6 Ḳ612 Ṗ

R6 ṧR5 R5 ṧR4

7,721

6,810

908

322

8,043億円

26

20

ー

令和７年度当初予算案・令和６年度補正予算における政策パッケージ関係予算のポイント①



（１）物流の効率化① 【R7当初：6,299億円、R6補正：1,802億円】

Â ᶗ ⱱ ΰ Ấ GX( ) DX(ꜛ

ᴟ ṐᵣᴟṐṀ ) ᴟ ὀ( ▫ ) ☼ Ṑ ếᴟ

【物流拠点・ネットワークのためのインフラ整備】ṕR7 :6,151 R6 :1,105 Ṗ

ÂּזᵓⱢ ›ῖ Ỳ ᶨ ḩ

Â῟ ṍ ᶨ

SA PA

RORO

Â ‚ RORO ᵁ ׄ Ṑ ếᴟ

Â Ἃ  ᶪ   Ṑ ếᴟ

令和７年度当初予算案・令和６年度補正予算における政策パッケージ関係予算のポイント①
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【陸・海・空の輸送モードを活用した新モーダルシフトの推進】

ṕR7 Ḳ0.4 R6 Ḳ32 Ṗ

【物流GXの推進】 ṕR7 Ḳ110 R6 Ḳ412 Ṗ

【物流標準化・データ連携の推進】 ṕR6 Ḳ4 Ṗ【物流拠点の機能強化等】 ṕR7 Ḳ4 R6 Ḳ169 Ṗ

ṕLTE Ṗ

【物流DX等による生産性向上・担い手の多様化の推進】 

ṕR7 Ḳ34 R6 Ḳ80 Ṗ

FCV

（１）物流の効率化② 【R7当初：6,299億円、R6補正：1,802億円】

31ft

40ft

ṕ Ṗ

61

令和７年度当初予算案・令和６年度補正予算における政策パッケージ関係予算のポイント②



（２）商慣行の見直し

（３）荷主・消費者の行動変容等

1

3

ể

Ễ

ṏ

n
ṕ Ṗ

Â ︡ ⱱ Ⱳ◙ ẉ ΰ ם ⱧỘ ☼ם

Â ᴟ ΰ ⁯ ֫ ᶨ ™ ⌡ᾚ ΰ יּ “

Âᴻ︠ ᵠ ︡ ệ ᾋ ᴟḼỘ יּ ◕ ᴣ ▫

ΰ ₰ᾁ ☼ם

G ṕ Ṗ

SA PA

【R7当初：1億円、R6補正：3億円】

【R7当初：2億円、R6補正：2億円】

Âᾖ ͐Ὦ ᵠ ☼“ ΰ ᴻ︠ ⱧỘּי ṛ “יִ

Â ᾖⱢ ᶎΰ ᴞ   ֫ ẉ ΰ ם ₰

“ ᴟ ΰ ᴻ︠ ᾕ ⱧỘּי ӂל “Ӯ G “יִ ếᴟ

Âᴞ G ᴣᶊῖ Ὦḧ ☼ם ḯ ᴣᶊ ᴩ ḕẽ
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令和７年度当初予算案・令和６年度補正予算における政策パッケージ関係予算のポイント③



 
 

   

構 成 員

Ị Ḳ ể ṕ Ṗ
Ị Ṍ11 Ḳ ṕ Ṗ
11 Ḳ Ễ ṕ Ṗ

 Ồ

 トラック運送業における下請構造には
いわゆる「水屋」も登場する場合があるが、必ずしもその実態が明らかでない

 検討会を立ち上げ
いわゆる「水屋」について事業者ヒアリング等を通じて実態把握に 下請構造の意義や課題を検
証し、多重下請構造の是正に向けて必要な対策を検討する

概 要

スケジュール（予定）

委員

オブザーバー

【参考２】流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法
の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）（衆議院国土交通委員会）

12 Ḳ ễ ṕ Ṗ
Ễ Ṍ Ḳ Ệ

【参考１】下請構造におけるいわゆる「水屋」のイメージ

トラック運送業における多重下請構造検討会
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① 物流拠点に求められる役割・機能
2024

GX DX

② 地域経済を支える物流拠点の立地戦略
EC

③ 物流拠点の整備・運営事業者に係る産業政策

 ( )

UFJ ( )

( )

( )
( )

( )
( )
( )

構 成 員

ể (R6.10.30)
< >  
Ễ (R6.12.10)

< >
ễ (R7.1)

 < > ( )
Ệ (R7.3)

 < > ( )

2024

地域全体の産業
インフラでもある物流拠点※へのニーズの変化 アセットの老朽化 物流拠点の役割や供給方法の多様化

物流拠点に係る、物流拠点への民間投資の促進に寄与する政策のあり方の検討

スケジュール（予定）
有識者委員 関係機関等 オブザーバー

Ḳ

議 論 の 柱

背 景

ẑ



ご静聴ありがとうございました。
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